
豊

〝
災
害
か
ら
国
民
を
守
る
消
防
団
〟

郡
内
消
防
団
消
火
訓
練
実
施

去
る
十
月
十
九
田
富
）
、
遠
賀
郡

内
釜
沼
勝
田
の
団
員
一
七
七
名
が
出
動

し
、
消
火
訓
練
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

想
定
は
、
午
前
八
些
千
分
に
遠
賀

町
役
場
襲
A
ア
パ
ー
ト
炊
轟
か
ら
出

火
し
た
の
で
役
域
の
サ
イ
レ
ン
を
吹
鳴

し
、
逼
賀
町
消
防
師
貝
は
た
だ
ち
に
火

災
現
窮
に
血
盟
9
る
よ
う
に
命
令
が
出

さ
れ
た
。

午
前
八
聾
案
分
火
災
は
延
焼
拡
大

し
B
ア
パ
ー
ト
へ
類
焼
、
大
火
災
に
な

る
恐
れ
が
あ
り
、
遊
資
町
消
防
力
で
は

防
怨
舶
来
な
い
と
判
断
、
遮
賀
町
消
防

団
亮
は
伝
会
舞
し
、
蜜
柑
役
槌
当

直
に
命
令
し
水
巻
、
芦
屋
、
岡
垣
の
三

町
に
磨
媛
馨
な
す
。

役
場
当
宙
は
、
午
前
九
時
受
付
た
だ

ち
に
三
町
に
塞
選
謡
斧
す
。

応
援
町
、
水
巻
町
消
防
車
二
台
は
午

前
九
時
四
分
、
芦
屋
町
消
防
一
密
会
は

午
前
九
璧
ハ
分
、
岡
垣
町
消
防
車
一
台

は
午
前
九
時
十
分
そ
れ
ぞ
れ
逮
費
町
潤

陽
国
風
の
山
翁
誘
導
に
よ
り
、
水
利
郵

密
に
到
馨
し
消
火
に
努
め
た
襲
、
午

前
九
時
二
十
五
分
に
鎮
火
し
、
訓
練
を

午
前
一
〇
璧
〇
分
に
終
了
し
た
。

こ
の
細
緻
は
遠
賀
郡
内
各
町
消
隣
国

相
互
応
援
脇
笈
に
基
づ
き
実
施
し
た
も

の
で
あ
り
ま
す
。
各
町
が
各
々
協
力

し
、
相
互
に
消
防
力
を
活
用
し
て
被
告

を
最
少
限
寝
に
防
止
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
ま
す
。

消
防
応
援
協
定
は
遼
賀
郡
三
町
の
外

に
芦
鹿
航
空
自
衛
隊
、
車
間
市
、
鞍
手

町
と
も
応
接
協
定
を
し
て
お
り
ま
す
。

文
選
孜
郡
内
の
消
火
訓
練
は
毎
年
各

町
輪
番
で
実
施
す
る
予
定
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。

議
会
だ
　
よ
り

第
五
回
臨
時
議
会
開
催
さ
れ
る

去
る
十
月
六
日
午
前
九
時
か
ら
濫
費

町
第
五
回
臨
時
議
会
が
開
催
さ
れ
、
付

議
さ
れ
た
主
な
霞
秦
と
そ
の
結
果
の
概

要
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

〇
第
四
三
号
蟻
寮

専
決
処
分
の
承
顕
に
つ
い
て

（
一
般
会
計
補
正
予
纂
三
号

）
社
会
福
祉
樋
予
算
を
七
七
万

円
補
正

〇
第
四
四
一
義
賽

教
育
費
全
委
員
の
任
命
に
関
す

る
同
窓

教
育
賢
全
委
員
に
馨
町
史

集
注
　
攣
勉
氏
が
南
任

〇
第
望
ハ
号
強
襲

昭
和
四
四
年
度
馨
里
殻
会

計
補
正
予
舞

榔
正
類
は
三
、
一
九
四
万
円

で
主
と
し
て
産
炭
地
域
開
発
就

労
雑
業
門
標
魔
術
生
涯
な
ど
の

補
正
で
す
。

〇
第
四
七
寮

費
の
服
務
の
猿
害
に
関
す
る

条
例
制
定

〇
第
四
八
号
穀
第

職
員
の
懲
戒
の
手
続
及
び
効
果

に
関
す
る
条
例
制
定



北九州市場菅果物荷姿改善対策協讃会

実施期間　11月2日から3月31日まで

区分 品目1＼－ �標　準 �i轟犀。資材 ���i摘　要 

＿喧＿＿主上＿上二 �－－」塑壁ポリ袋 

き　ゃ　べつ � � �10向 �ポリ袋 � 

〃 � �〒20毎　ポリ袋 ��� 

大　　　根 �10本　　l袋 ���ポリ袋　　　山売り薬切り自由 

＿A－　参 �5本 �，10杷 �50本角底ポリ（申）山売り繋つき 

〃 �10匂∴ �� �‾詰責‾l‾蒸す示‾ 

大　カ　ブ �＿塑杢－ ����；山売り襲つき 

〃 �＿坦塑＿＿ ��－－I－ 　ポリ袋；佃売り薬切り 胸底ポリ（大●申）通売り薬つき 

＿卓＿」と一之＿ �3本 5本 �「而‾砲 20杷 

』⊥＿皇＿＿＿Z＿ �＿皇杢－ �－－【－ 20矧∴∴1〃（申・小） ���山売り薬つき 

大　ネ　ギ �2佃 ���ポリシーート �物売り 

旦一旦。＿圭＿ �1杷100g �50杷　5佃 ��角蟻ポリ（大・中） �向売り 

小　ネ　ギ �1杷1008　20勧　2偽 ���角犠ポリ（小） �佃売り 

」主＿遊里＿ �土壁塑旦30鶴 ��！－ � � 

旦＿＿＿壁＿ �　　　i 土壁型旦I30勧 ���角底ポリ（中）山売り 

サ　ラ　ダ � �20本 �i∴∴　　∴．・∴「 
レ　タ　ス � � �：1時 �ダンボール箱　大中小等緻別個装 

ラ �÷高市－5両－鹿盲薦 
臓考（1）標準規格を守ること。　　　（2）端数はなるべく作らないこと。

（8）入国5％以上とすること。　（4）品質内容については同一のもの

を袋づめとすること。

二
九
七
〇
年
世
界
農
林
業
セ
ン
サ
ス

実

農
林
省
で
は
昭
和
四
五
隻
一
月
盲

現
在
で
裳
薬
セ
ン
サ
ス
を
実
施
し
ま

す。
こ
の
調
査
は
「
経
済
統
計
に
関
す
る

国
際
条
約
」
に
基
づ
き
、
F
A
O
が
捷

唯
す
る
一
九
七
〇
年
世
界
農
薬
セ
ン
サ

ス
に
参
加
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ

り
、
F
A
O
の
要
諦
す
る
と
こ
ろ
に
盤

づ
き
、
農
薬
の
国
際
比
較
に
必
要
な
統

計
を
作
成
し
、
国
際
駐
力
に
賢
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

「
こ
の
調
査
は
」
農
林
省
が
都
逆
府

県
、
市
町
村
に
お
願
い
し
て
行
な
っ
も

の
で
全
国
で
お
よ
そ
二
〇
万
人
の
人
々

が
調
査
員
に
任
命
さ
れ
、
実
際
の
細
萱

を
担
当
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
四
五
年
一
月
一
日
前
後
す
べ
て

の
農
賓
藩
閥
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ます。
「
調
査
す
る
内
容
は
」
、
遵
繋
部
門

に
関
す
る
調
査
と
、
林
業
部
門
に
関
す

る
理
髪
塵
林
省
統
計
調
査
出
務
所
が

確
に
　
つ
　
い
　
て
〟

行
な
う
察
藩
調
査
で
す
。

「
欝
調
査
と
い
う
も
の
は
」
多
く

の
人
々
の
地
味
な
努
力
と
多
く
の
経
資

を
必
糞
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
た
め

に
も
正
確
な
閲
秀
に
基
づ
く
正
し
い
統

計
が
出
来
上
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
立
派
な
統
計

が
で
き
る
こ
と
を
大
勢
の
人
達
が
期
待

し
見
守
っ
て
い
ま
す
。

「
一
九
七
〇
年
世
界
連
珠
染
セ
ン
サ

ス
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
払
共
は
、

闘
盃
を
す
る
立
鶴
の
人
と
翻
盃
を
さ
れ

る
立
場
の
人
の
両
方
の
協
力
を
遼
非
と

も
必
要
と
し
て
い
る
の
で
す
。
ど
う
ぞ

農
家
の
皆
さ
ん
方
の
心
か
ら
の
こ
協
力

を
お
願
い
L
L
ま
す
。

な
お
、
本
町
に
お
け
る
、
聖
賢
及

び
指
導
鼠
は
次
の
通
り
で
す
。

己

○
指
導
償
柴
田
往
一
郎
、
薬
∴
浩
（

役
坊
指
導
係
）

○
蘭
賓

島
津
　
矢
野
実
利

岩
松
　
丸
井
博
物

鬼
窪
　
二
村
幸
光
、
井
口
直
撃

吉
浦
勝
義

尾
崎
　
i
林
寿
太
郎
、
門
司
好
弘

中
西
良
三
郎

別
府
　
花
壇
厨
次
、
薬
　
玉
彦

安
藤
貞
昭

千
代
丸
　
花
田
次
男

上
別
府
　
石
松
芳
城
、
岩
崎
昭
幸

寵
　
牽
士

若
葉
台
　
恵
沢
健
一

虫
垂
津
　
吉
野
克
遠

浅
木
　
割
田
　
財

乗
良
　
来
校
良
次

木
守
　
石
松
　
正
、
村
田
光
弘

高
崎
正
縫

合
責
賞
柴
田
蟹
隆

遠
賀
川
　
桑
原
武
彦

旧
停
　
柴
田
潮
間

広
淡
　
紫
田
城
太
郎
、
桑
原
悠
人

松
の
本
　
業
国
利
蓋

道
管
　
山
口
安
衛

北
九
州
近
郊
や
き
い
の
荷
姿
改
善

実
施
に
　
つ
　
い
　
て

瀦
果
物
の
流
馨
理
化
、
近
代
化
に

つ
い
て
は
各
方
面
か
ら
要
望
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
、
北
九
州
市
に
お
い
て
も
田
i

央
卸
売
市
場
の
移
転
建
設
が
計
画
さ
れ

て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
現
況
に
即
し
て
こ
れ
か

ら
の
近
郊
や
さ
い
の
販
売
は
「
見
せ
ま

し
ょ
う
」
の
時
代
で
は
な
く
省
力
化
と

葡
口
の
大
型
化
に
よ
り
計
画
的
に
両
も

共
同
で
出
荷
す
る
こ
と
が
強
く
要
諦
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一
方
生
鮮
食
料
品
と
し
て
衛
生
面
か

ら
も
取
扱
い
に
つ
い
て
は
考
慮
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
回
第
一
段
階
と
し
て
荷
姿
や
規
格

の
統
一
を
計
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
秩
序
あ
る
近
郊
や
さ
い
と
し
て
出

荷
さ
れ
ま
す
よ
う
生
産
者
の
皆
様
方
に

切
に
お
願
い
致
し
ま
す
。



凌
繋
期
を
迎
え
た
遠
賀
平
野

収
穫
作
業
の
機
械
化
目
立
つ

～
留
守
宅
は
防
犯
と
火
の
用
心
を
　
ー

法
を
守
っ
て
楽
し
い
狩
猟

賞
金
の
波
打
つ
遼
蟹
た
ん
ば
は
二

月
に
入
り
一
斉
に
稲
の
収
穫
作
薬
が
始

ま
っ
た
。

今
年
は
全
国
的
好
天
候
に
恵
ま
れ
、

良
好
な
品
堵
管
理
の
も
と
に
史
上
二
番

目
の
兜
作
予
想
が
農
林
省
か
ら
発
表
さ

れ
て
い
る
。
本
町
で
の
稲
の
で
き
は
え

も
上
々
で
不
作
だ
っ
た
昨
隼
に
出
し
農

家
の
燕
橘
は
一
段
と
明
る
い
。

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
エ
ン
ジ
ン
の
音
描

く
バ
イ
ン
ダ
ー
や
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
の

捜
核
化
が
一
段
と
普
及
し
て
き
た
の
も

今
年
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
機
械
の
値
段

は
決
し
て
安
い
も
の
で
は
な
い
が
人
手

不
足
は
深
刻
化
し
、
背
に
蝮
は
か
え
ら

れ
な
い
の
が
鹿
家
の
真
実
の
よ
う
だ
。

世
間
で
は
お
米
が
偲
作
に
な
れ
は
余

剰
米
が
揃
え
繰
越
米
の
処
分
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
水
田
藷
箸

も
っ
た
本
町
と
し
て
は
や
は
り
米
は
農

家
の
主
幹
作
物
で
あ
る
だ
け
に
大
い
に

収
穫
を
あ
げ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ

る。
ま
た
農
繁
期
に
は
「
空
葉
ね
ら
い
」

と
火
災
」
か
つ
さ
も
の
、
チ
ョ
ッ
ト
し

た
不
用
心
か
ら
大
き
な
災
難
を
引
起
す

も
の
で
戸
締
り
と
火
の
用
心
は
翼
々
に

も
ご
注
意
下
さ
る
よ
う
に
。

写
真
は
稲
の
刈
取
り
実
演
会
（
町

内
若
松
に
て
）

◎
狩
猟
に
は
、
猟
銃
所
持
許
可
証
狩
猟

免
状
、
狩
猟
著
誼
垂
を
怒
ず
る
こ

と。
◎
日
出
前
、
日
没
後
は
銃
猟
で
き
な

◎
銃
猟
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
雛
所

〇
人
茜
、
建
物
、
汽
車
、
砲
車
な
ど

に
向
っ
て
、
ま
た
は
市
街
地

○
公
道
、
公
園
、
社
寺
境
内
∴
基
地

○
保
護
区
、
休
猟
区
、
禁
猟
区

本
年
は
回
避
三
号
線
以
北
の
遠
賀
郡

一
語
が
休
猟
区
に
指
定
さ
れ
銃
猟
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
。

〔
猟
銃
寂
扱
い
上
の
心
得
〕

○
銃
口
は
絶
対
に
人
に
向
け
な
い

○
銃
に
は
常
に
餅
が
装
て
ん
さ
れ
て
い

る
と
思
っ
て
扱
う

○
銃
を
手
に
し
た
と
き
は
、
弾
が
装
て

ん
さ
れ
て
い
な
い
か
確
か
め
る
。

○
発
射
の
時
以
外
は
ひ
き
か
ね
に
治
を

ふ
れ
な
い
。

○
発
射
す
る
と
き
は
、
か
な
ち
ら
ず
矢

先
を
種
め
る
。

○
銃
口
内
に
異
物
が
あ
る
場
合
は
、
発

射
し
な
い
。

○
銃
を
人
に
貸
し
た
り
さ
わ
ら
せ
な

〇
滴
を
飲
ん
だ
ら
銃
を
手
に
し
な
い
。

〔
猟
銃
の
統
語
保
管
上
の
心

得〕○
常
に
適
当
な
容
器
に
入
れ
て
携
精
選

搬
す
る
。

○
携
精
運
搬
中
は
弾
を
発
て
ん
し
な

○
銃
は
範
の
か
か
る
場
所
に
保
管
す

る。
○
銃
の
保
詣
秘
所
に
弾
や
火
薬
を
あ
っ

かわぬ。

○
家
族
や
友
人
か
ら
銃
を
琵
ち
出
さ
れ

な
い
よ
う
に
す
る
。

秋
季
全
国
火
災
予
防
週
間

一
、
日
的
　
こ
の
連
動
は
、
こ
れ
か

ら
の
火
災
多
発
期
を
迎
え

る
に
あ
た
り
、
国
民
ひ
と

り
ひ
と
り
の
防
火
議
の

向
上
を
は
か
り
、
火
災
の

発
生
防
止
と
人
命
損
傷
韓

故
の
絶
滅
を
期
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

二
、
期
間
　
昭
和
四
四
年
二
月
二

六
日
か
ら
三
月
二
日
ま

で

三
、
そ
の
他
　
火
災
の
シ
ー
ズ
ン
に
な

り
ま
し
た
。

火
災
の
早
期
発
見
、
初

期
消
火
、
早
期
通
報
（
一

一
九
番
）
に
よ
り
火
災
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

I

I

I

死

を

招

く

1

シ

ン

ナ

ー

・

ボ

ン

ド

遊
び
を
撲
滅
し
ま
う

遠
賀
町
で
も
一
部
の
高
放
生
を
含
む
　
年
の
動
作
に
気
を
つ
け
て
皆
の
手
で
次

雀
T
が
シ
ン
ナ
ー
ポ
ン
ド
の
婆
牙
に
か
　
代
奮
う
こ
ど
も
を
悪
魔
の
手
か
ら

か
っ
て
い
ま
す
。
家
庭
内
で
も
、
背
少
　
守
り
ま
し
ょ
う
。

知

っ

て

お

き

ま

し

ょ

う

メ
ー
ト
ル
法
換
算

昭
和
四
一
年
四
月
か
ら
土
地
、
賽
屋

の
面
謡
も
メ
ー
ト
ル
法
が
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
し
た
が
っ
て
今
ま
で
の
坪
飲
歩

は
魔
止
さ
れ
尺
貫
法
の
教
育
を
う
け
ら

れ
た
方
々
は
非
常
に
お
困
り
の
こ
と
ゝ

存
じ
ま
す
。
こ
の
た
び
帝
国
市
町
村
地

図
刊
行
会
で
各
法
令
磐
壷
に
基
づ
き

一
句
か
ら
一
町
歩
ま
で
の
襲
早
見
表

が
作
成
さ
れ
ま
し
た
の
で
必
聾
な
方
は

申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

一
、
申
し
込
み
期
日
　
二
月
三
〇

日

一
、
申
し
込
み
先
　
役
場
経
済
係

一
、
価
格
　
　
　
三
五
〇
円



国
民
健
康
保
険
磁
　
第
三
期
分

納
期
限
一
一
月
三
〇
日

納
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

一
一
九
番
は
平
時
に
使
っ
て
は

な
り
ま
せ
ん

町
内
懲
寵
の
自
動
開
式
に
伴
な
い
、

最
近
二
九
番
の
襲
撃
一
般
の
用
件

で
使
用
さ
れ
る
方
が
あ
り
ま
す
の
で
火

災
以
外
の
勅
令
は
一
切
使
用
さ
れ
な
い

よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

火
災
が
発
坐
し
て
消
防
機
関
に
通
報

し
よ
う
と
し
た
と
き
二
九
番
が
話
し

中
で
あ
っ
た
場
合
は
通
報
が
遅
れ
て
思

わ
地
謡
磐
引
き
起
さ
な
い
と
も
限
り

ません。

庁
舎
一
都
改
造
の
お
知
ら
せ

税
務
係
・
経
済
課
・
土
木
課
・
水
道
∴
り
下
さ
い
。

株
に
御
用
の
方
は
西
側
入
口
か
ら
お
人

道
路
工
事
施
行
に
つ
い
て

湛
水
防
欝
窃
た
め
皆
さ
ま
に
大

へ
ん
と
迷
碧
お
か
け
す
る
と
思
わ
れ

ま
す
が
御
協
力
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ます。妙
所
　
鬼
溝
窟
燕
地
内

役
場
の
臨
時
職
員
募
集

役
場
臨
時
職
嵐
を
希
望
さ
れ
る
方
は

畠
詣
綬
詩
宗
添
え
て
申
し
込
ん
で
下

さ
い
。
籠
年
四
人
か
五
人
位
雇
入
れ
て

工
期
　
三
月
一
五
日
か
ら

三
　
月
二
〇
日
ま
で

連
絡
先
　
八
幡
燈
林
揮
務
所
耕
地
謙

遜
語
　
六
九
－
四
至
ハ
六

（
期
間
は
二
・
三
ケ
月
間
）

い
ま
す
か
ら
必
裳
な
と
き
に
は
連
絡
し

ます。賃
金
日
額
∴
六
〇
〇
円
以
上

戦
没
者
の
遺
族
の
方
へ
お
知
ら
せ

昭
和
四
四
寧
一
〇
月
一
日
か
ら
援
護

法
の
一
都
が
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま

した。「
達
磨
丁
金
、
遺
族
給
与
金
が
今
年

一
〇
月
分
か
ら
増
額
さ
れ
新
証
軽
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
手
続
き
は
遠
賀
川

郵
便
局
か
ら
「
遺
嬢
丁
金
、
遺
族
給

与
金
受
給
者
現
状
屈
の
用
紙
を
も
ら

っ
て
、
新
羅
彗
諸
人
の
う
え
、

住
民
票
写
し
（
昭
和
四
四
年
一
〇
月

二
日
現
在
、
配
偶
者
の
場
合
は
轄

貝
会
員
が
記
載
し
て
あ
る
も
の
）
と

現
在
手
持
ち
の
証
謹
又
は
綬
醤
預
入

の
保
管
証
書
を
添
付
し
、
逮
夜
川
局

へ
一
一
月
二
〇
日
ま
で
に
提
出
し
て

下
さ
い
。

な
お
受
給
者
が
子
（
ュ
8
才
以
上
）

父
母
（
0
0
才
乗
灘
）
夫
で
あ
る
雛
合

は
「
生
活
状
況
申
立
蒔
」
の
添
付
が

必
要
で
す
。

ま
た
国
民
金
融
公
庫
に
証
語
を
担

保
と
し
て
融
資
憂
げ
て
い
る
人
は

公
庫
の
指
示
に
従
っ
て
下
さ
い
。

二
、
次
の
避
箸
が
遺
族
援
護
法
に
加

え
ら
れ
ま
し
た
。

1
旧
陳
蜜
法
に
よ
る
防
空
鞋
視
貝

2
内
地
に
お
い
て
職
務
関
連
傷
病
に

よ
り
昭
和
〓
ハ
年
三
月
八
日
以

後
死
亡
の
被
徴
用
者
（
動
貝
学

徒
、
徴
用
工
等
）

3
秤
大
群
態
が
内
地
等
に
お
い
て
職

務
関
連
傷
病
に
よ
り
死
亡
し
た
場

合
、
従
来
の
議
か
ら
死
亡
ま
で

の
期
間
四
年
（
結
核
、
橋
神
病
は

一
二
年
）
の
制
限
が
徹
廃
さ
れ
ま

した。

4
遺
族
一
時
金
の
支
給
要
件
が
緩
和

さ
れ
、
従
来
の
退
城
か
ら
死
亡
ま

で
の
期
間
二
年
（
結
核
、
都
神
病

は
六
年
）
が
四
年
（
結
核
、
精

神
病
は
八
年
）
に
延
期
さ
れ
ま
し

た、

特
別
弔
慰
金

特
別
給
付
金

支
給
法
一
部
改
正

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
又
は
戦
傷
病
者

等
の
黍
に
一
〇
万
四
、
五
万
円
、
三
万

円
の
次
の
特
別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま

す。①
戦
馨
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給

付
金
の
一
〇
万
円
は
、
昭
和
二
を
七

月
七
日
以
後
に
死
亡
き
れ
た
呼
人
郵
属

等
の
父
培
又
は
祖
父
母
で
昭
和
四
二
年

四
月
一
日
現
在
、
公
殺
扶
助
料
遺
整
丁

重
等
を
受
け
て
い
る
者
で
戦
没
精
の
死

亡
当
時
子
や
孫
が
あ
っ
て
も
戦
没
者
と

氏
が
通
っ
て
い
る
こ
と
が
第
一
条
件
で

第
二
条
件
と
し
て
態
藷
の
死
亡
後
明

和
四
二
年
三
月
三
田
ま
で
の
間
に
同

じ
氏
の
子
も
孫
も
生
じ
な
か
っ
た
場
合

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

⑧
戦
没
者
等
の
菱
に
対
す
る
特
別
給
付

金
の
五
万
円
は
、
昭
和
二
一
年
七
月
七

日
以
後
に
負
傷
又
は
病
気
に
な
り
昭
和

三
八
年
四
月
一
口
現
在
に
お
い
て
錫
痛

年
金
の
一
致
症
二
款
症
叉
は
傍
輩
金

の
二
款
症
三
款
症
の
雲
馨
の
支
給
を

受
け
て
い
る
戦
傷
鵜
客
の
妻
に
支
給
さ

れ
る
も
の
で
す
。

⑤
戦
没
諸
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔

慰
金
の
三
万
円
は
昭
和
〓
ハ
年
一
二
日

八
日
以
降
に
亡
く
な
ら
れ
た
戦
没
者
の

遺
族
で
昭
和
四
〇
年
四
月
盲
現
在
、

公
務
扶
助
料
連
絡
丁
金
等
を
も
ら
っ
て

い
な
い
戦
没
者
の
父
母
、
孫
、
祖
父
母

叉
は
兄
弟
姉
妹
で
都
田
の
特
別
弔
慰
金

の
受
給
資
格
が
な
か
っ
た
甥
合
に
限
り

昭
和
四
四
年
一
〇
月
一
日
生
存
さ
れ
て

い
る
上
順
位
の
次
の
遺
族
に
支
給
さ
れ

ます．了
、
戦
没
者
の
死
亡
当
時
戦
没
者
と

坐
計
関
係
が
な
か
っ
た
者

ィ
、
戦
没
者
の
死
亡
後
過
渡
以
外
の

肴
の
撃
と
な
っ
て
い
る
蕃

ク
、
戦
没
馨
の
死
亡
後
遺
族
以
外
の

着
と
氏
を
改
め
た
婚
姻
を
し
た
看

以
上
の
特
別
給
付
金
又
は
特
別
弔
慰

金
が
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
昭
和
四

四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
支
給
さ
れ
て
い

ま
す
。
昭
和
四
七
年
九
月
三
〇
日
ま
で

に
弾
薬
し
な
い
と
時
効
に
な
り
ま
す
。


